
 

37 
 

消費者委員会 公益通報者保護専門調査会 設置・運営規程 

 

平成２１年１２月１４日 

消費者委員会決定 

 

（総則） 

第１条 消費者委員会（以下、「委員会」という。）の公益通報者保護専門調

査会の設置、所掌事務、議事録の作成及び会議等については、この規程の

定めるところによる。 

 

（専門調査会の設置） 

第２条 委員会に公益通報者保護専門調査会（以下「専門調査会」という。）

を置く。 

２ 専門調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員

のうちから指名する。 

３ 専門調査会には座長を置き、専門調査会に属する構成員から委員長が指

名し、座長は、専門調査会の事務を掌理する。 

４ 座長に事故があるときは、専門調査会に属する構成員のうちから座長が

あらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（専門調査会の所掌） 

第３条 専門調査会は、公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する事

項について、委員会の求めに応じて、調査審議する。 

 

（調査会の設置） 

第４条 座長は、必要に応じて、委員会の同意を得て専門調査会に調査会を

置くことができる。 

２ 調査会は、専門調査会が行う調査審議に関し、必要な専門的事項を調査

審議し又は検討する。 

３ 調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のう

ちから指名する。 

４ 調査会には座長を置き、当該調査会に属する構成員から委員長が指名し、

座長は、当該調査会の事務を掌理する。 

５ 調査会の座長に事故があるときは、当該調査会に属する構成員のうちか

ら調査会の座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（議事録の作成） 

第５条 専門調査会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成す

る。 

一 会議の日時及び場所 

二 出席した構成員の氏名 

三 議題となった事項 

四 審議経過 
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五 審議結果 

 

 （審議の公開） 

第６条 専門調査会の開催予定に関する日時・開催場所等については、公開

する。 

２ 専門調査会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権

利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が

非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき

事由が終了したときは、公開するものとする。 

３ 前項の規定により座長が会議を非公開とすることを認めた場合は、専門

調査会はその理由を公表する。 

４ 会議の議事録については、第２項の規定により座長が会議を非公開とす

ることを必要と認めた場合を除き、公開する。 

５ 第２項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場

合は、議事要旨をすみやかに作成し、公表するものとする。 

 

（専門調査会の会議） 

第７条 座長（座長に事故があるときはその職務を代理する者。以下同じ。）

は、専門調査会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 専門調査会に属さない委員は、あらかじめ座長に届け出ることにより、

専門調査会に出席することができる。 

 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門調査会の運営に関し必要な事項

は、座長が委員会に諮って定める。 

 

（準用） 

第９条 第５条から前条までの規定は、調査会について準用する。この場合

において、これらの規定中「専門調査会」とあるのは「調査会」と読み替

えるものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年１２月１４日から施行する。 
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消費者委員会 公益通報者保護専門調査会の進め方について 

 

平成 22 年 5 月 

消費者委員会 

１ 趣旨 

 本専門調査会は、公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する事項につい

て、消費者委員会の求めに応じて、調査審議する。 

 公益通報者保護法附則第２条においては、同法の施行（平成１８年４月）後５

年を目途として、同法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとされている。 

 また、公益通報者保護法の国会審議において、見直しの検討に当たっては一定

の事項を含めるべき旨の附帯決議がなされている。（別紙） 

 これらを踏まえて、本専門調査会としては、当面、主に以下の事項を中心とし

て調査審議を進める。 

 

２ 主な審議事項 

（１）公益通報者保護制度の現状と課題について 

○ 公益通報者保護制度の現状についての情報の共有及び課題の整理 

（２）公益通報者保護制度の在り方・見直しの視点について 

○ 本制度が何を目的とし、どのような場面での機能が期待されるのかなど 

○ 事業者や行政機関における公益通報者保護制度の導入を促すための施策 

○ 事業者や行政機関における公益通報者保護制度の改善のための方策 

○ 通報を受けた事業者や行政機関がとるべき対応 

（３）公益通報者保護法の具体的課題について 

○ 通報者の範囲について 

○ 通報対象事実の範囲について 

○ 外部通報の要件について 

○ 外部通報先の範囲について 

（４）その他 

 

３ スケジュール 

  平成２２年度中を目途に一定の検討結果を得ることを念頭に、当面以下のス

ケジュールにて調査審議を進める。 

（１）第１回及び第２回 

○ 公益通報者保護制度の現状等 

○ 各審議事項に関するこれまでの議論 

（２）第３回～ 

○ 各審議事項についての検討等 
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公益通報者保護法 

（平成十六年六月十八日法律第百二十二号） 

 

附 則  

（検討） 

第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  

 

 

○公益通報者保護法に対する附帯決議（衆議院） 

九  附則第二条の規定に基づく本法の見直しは、通報対象事実の範囲、外部通報

の要件及び外部通報先の範囲の再検討を含めて行うこと。 

 

○公益通報者保護法に対する附帯決議（参議院） 

六  附則第二条の規定に基づく本法の見直しは、通報者の範囲、通報対象事実の

範囲、外部通報の要件及び外部通報先の範囲の再検討を含めて行うこと。 

 

 

（別紙） 



41 
 

公益通報者保護法の概要 

 

公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者

及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図る。 

 
（１）目的 

公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかか

わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する

こと 

 

（２）「公益通報」とは 

(ⅰ)労働者（公務員を含む。）が、(ⅱ)不正の目的でなく、(ⅲ)労務提供先等について(ⅳ)

「通報対象事実」が(ⅴ)生じ又は生じようとする旨を、(ⅵ)「通報先」に通報すること 

 

（３）「通報対象事実」（ⅳ）とは 

① 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲げるもの

に規定する罪の犯罪行為の事実 

② 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが①の事実となる場合におけ

る当該処分の理由とされている事実等 
（別表）刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS 法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他

政令で定める法律（独占禁止法、道路運送車両法等） 

 

（４）「通報先」（ⅵ）と保護要件 

① 事業者内部（内部通報） 

：通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料する場合 

② 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関 

：通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある

場合（＊） 

③ 事業者外部（通報対象事実の発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者） 

：上記（＊）及び一定の要件（内部通報では証拠隠滅のおそれがあること、内部通報後 20 日以内に調査

を行う旨の通知がないこと、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があること等）を満たす場合 

 

（５）公益通報者の保護 

保護要件を満たして「公益通報」した労働者（公益通報者）は、以下の保護を受ける。 

① 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効・その他不利益な取扱いの禁止 

② （公益通報者が派遣労働者である場合）公益通報をしたことを理由とする労働者派遣

契約の解除の無効・その他不利益な取扱いの禁止 

 

（６）公益通報者・事業者・行政機関の義務 

① 公益通報者が他人の正当な利益等を害さないようにする努力義務 

② 公益通報に対して事業者がとった是正措置等を公益通報者に通知する努力義務 

  ③ 公益通報に対して行政機関が必要な調査及び適当な措置をとる義務 

  ④ 誤って通報を受けた行政機関が処分等の権限を有する行政機関を教示する義務 

 

（７）その他 

  ① 本法は、労働契約法第 16 条（解雇権濫用の法理）など他の法令の適用を妨げない 

 ② 施行後 5年を目途に見直しの検討 
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